
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人土井一夫の上告理由について。

　買収農地の売渡しを受けてこれを耕作している者は、当該売渡処分が当然無効で

ある場合においても、特段の事情のないかぎり、その占有のはじめ、善意・無過失

であつたと認めるのが相当であることは、所論引用の当裁判所の判例の示すところ

であり、この理は、本件の如き自作農創設特別措置法一五条に基づく宅地の買収に

おいて、その買収計画に原審認定の如き取消原因が存した場合においても異なると

ころはないというべきである。そして、本件において、所論売渡処分がされた経緯

について原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、被上告人Ｂ１および同Ｂ２

において、その占有のはじめ悪意または過失を推認しうる特段の事情があるとはい

えないとする原審の判断は相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、

論旨は採用することができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。
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